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農林水産省
消費・安全局表示・規格課



１．ＪＡＳ法に基づく表示制度
品質表示基準の目的：
表示の適正化を図り一般の消費者の商品の
選択に役立つこと

品質表示基準の対象：
一般の消費者に販売されるすべての飲食料
品

品質表示基準では、大きく「生鮮食品」と「加
工食品」に分けて、表示すべき事項等を規定



生鮮食品の表示

２．ＪＡＳ法の表示のしくみ

加工食品の表示

個別食品
の表示（米、
水産物等）

遺伝子組
換え食品
の表示

有機農産
物の表示



名称と原産地を表示

輸入品国産品

・原産国名・水域名又は地域名など
水産物

・原産国名・国産など
畜産物

・原産国名など・都道府県名など
農産物

（参考）表示すべき原産地

３．生鮮食品の表示３．生鮮食品の表示



表示例



４．加工食品の表示４．加工食品の表示

輸入品は、「製造者」を「輸入者」とし、さらに
「原産国名」を記載

名 称 こいくちしょうゆ（本醸造）

原材料名 脱脂加工大豆、大豆、小麦、食塩、

アルコール

内 容 量 １リットル

賞味期限 ０４．１０

保存方法 直射日光を避け、常温で保存して下さい

製 造 者 株式会社○○醤油

東京都千代田区△△町◇◇



表示例



５．わかりやすい表示に向けた取組５．わかりやすい表示に向けた取組

農林水産省と厚生労働省が「食品の表示に関す
る共同会議」を共催。表示基準全般を検討

ＪＡＳ法と食品衛生法に基づく表示についての一
元的相談窓口を設置

両省が協力して、食品表示の全体が分かるパン
フレットを作成

→すでに「賞味期限」と「品質保持期限」を
一本化！



６．食品表示の監視体制の強化６．食品表示の監視体制の強化

食品表示１１０番や食品表示ウォッチャー
（全国３，８００人）など消費者の方々の協
力を得た監視体制の充実

地方農政事務所等に表示監視を行う職員
を２，０００人配置（本年７月）。

地方農政事務所等では、次の調査を実施

①①生鮮食品の小売店舗での日常的な表示調査生鮮食品の小売店舗での日常的な表示調査
②②うなぎ加工品、１５年産新米、乾しいたけなど消費者うなぎ加工品、１５年産新米、乾しいたけなど消費者
の関心の高い食品の表示についての特別調査の関心の高い食品の表示についての特別調査



７．表示違反への対応７．表示違反への対応

①立入検査等による事実確認

↓
②指示・公表等

↓
③指示に従わない場合に改善命令

↓
④改善命令に従わない場合

・個人には１年以下の懲役･１００万円以下の罰金
・法人には１億円以下の罰金



食品の表示に関する食品の表示に関する
共同会議の検討事項共同会議の検討事項



１．加工食品の原料の原産地表示１．加工食品の原料の原産地表示

＜現状＞

従来は個別品目ごとに原料原産地表示
を義務付け （８品目）

漬物、野菜冷凍食品、乾燥わかめ、塩
蔵わかめ、塩干あじ・さば、塩蔵さば、うな
ぎ加工品、かつお削りぶし



問題点その１
「あじの干物」には表示義務があって、
「ほっけの干物」にはない？！

問題点その２
「牛カルビ肉」には原産地表示があって、
「味付け牛カルビ肉」にはない？！



＜今後の方向＞

共同会議報告書で、次の条件を満たす品目
群をまとめて原料原産地表示の対象とする
方向性を提示（８月６日）

① 原産地による原料の品質の差が加工
食品の品質に大きく反映されると一般
に認識されている品目のうち、

② 製品の原材料に占める主原料の割合
が５割以上である商品



報告書に沿って、加工食品の品目群リスト
の事務局案を公表（１１月１２日）

••塩蔵した農畜水産物（塩さけ、塩うに等）塩蔵した農畜水産物（塩さけ、塩うに等）

••乾燥した農畜水産物（切干大根、乾しいたけ等）乾燥した農畜水産物（切干大根、乾しいたけ等）

①①加工の程度が比較的低い加工食品の品目群加工の程度が比較的低い加工食品の品目群

••混合した農畜水産物（カット野菜、合びき肉等）混合した農畜水産物（カット野菜、合びき肉等）

••調味液と混合した農畜水産物調味液と混合した農畜水産物

（味付けカルビ、さわら粕漬等）（味付けカルビ、さわら粕漬等）



② このほか、原産地による原料の品質の差
が、加工食品の品質に大きく反映すると一
般に認識されている可能性がある次の品目

・豆腐、納豆、あん、緑茶、緑茶飲料、野菜飲
料、果実飲料、もち、こんにゃく

※すでに原料原産地表示の対象となっている
品目は、引き続き表示対象

今後、公開ヒアリングやパブリックコメント
を経て、最終案を決定



＜どのように改善されるの？＞

問題点その１
「ほっけの干物」

には表示なし…

問題点その２
「味付け牛カルビ肉」

には表示なし…

いずれも、
表示されるよ
うになります！



＜現状＞

生鮮食品では、最も飼養期間の長い場所（主
な飼養地）を原産地として表示するルール

２．畜産物の原産地表示
（３ヶ月ルール）

ただし、牛を生体輸入し、３ヶ月（豚は２ヶ月、
牛・豚以外は１ヶ月）を超えて、国内で飼養
した場合、国産扱い

不整合



＜今後の方向＞
「３ヶ月ルール」を廃止し、例外なく、主な飼
養地を原産地として表示



不整合

【イメージ】

Ａ国 原産地：A国産Ｂ国

２７ヶ月 ３ヶ月

Ａ国 原産地：国産

→今後は「Ａ
国産」と表示

日本

１．生鮮食品の一般ルール

２．牛を生体輸入した場合

２７ヶ月 ３ヶ月



３．地名を冠した銘柄牛の表示３．地名を冠した銘柄牛の表示

＜現状＞

主な飼養地が属する都道府県と銘柄
に冠した地名が異なる場合がある

＜今後の方向＞
銘柄に冠した地名が主な飼養地と異なる
場合には、銘柄とは別に原産地（主な飼
養地）を「都道府県名」等で表示



C県B県

【イメージ】

１０ヶ月

○○牛（国産）

○○牛（B県産）

（現行）

（対応方向）

○○牛（C県産）

A県

銘柄と別に、原産地（主な飼養
地）を「都道府県名」等で表示

「○○」をもって原産地とみな
すことができる。

C県B県A県
①原産地がＢ県の場合

②原産地がＣ県の場合

１８ヶ月６ヶ月

６ヶ月 １０ヶ月１８ヶ月

○○牛か

「国産」表示のみ

注）注） 「「○○○○牛」の牛」の
「「○○○○」は、」は、CC県と県と

関連する旧国名な関連する旧国名な
どの地名どの地名

５



４．表示方法４．表示方法
○一括表示の原則→表示様式についても厳格に
規定

○一方、バーコードや価格の入ったプライスラベル
表示が一般化

名称

原材料名

内容量

賞味期限

保存方法

原産国名

製造者

釜揚げしらす○○県産

100ｇ当り（円）正味量ｇ

03.7.10  03.7.15  0000
加工年月日｜消費期限｜コード

○○○
価 格（円）

□□スーパー △△支店
要冷蔵10℃以下 △△県△△市１－２－１

基準上の様式 プライスラベル



一部間違いのある表示 プライスラベルと一括表
示の併用

（裏面）



複雑な表示の例



本日特に意見交換したいこと

加工食品の原料原産地表示の対象とな
る食品の範囲について

畜産物の表示の３ヶ月ルールの廃止と
地名を冠した銘柄牛の表示ルールについ
て

弁当などの表示が複雑な食品の表示方
法について


